
- 1 - 

船舶事故調査報告書 

                                  

平成３１年１月３０日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成３０年５月１３日 １３時１７分ごろ 

発生場所 関門港関門航路  

 小倉
こ く ら

日明
ひあがり

防潮堤灯台から真方位０２１°９００ｍ付近 

 （概位 北緯３３°５４.９′ 東経１３０°５３.４′） 

事故の概要 ケミカルタンカーGRACE
グ レ ー ス

 SULPHUR
サ ル フ ァ ー

は、南東進中、また、漁船第２力
りき

丸は、漂泊して揚縄中、両船が衝突した。 

GRACE SULPHUR は、右舷球状船首部上部に擦過傷を、第２力丸は、

左舷中央部船底の損壊等を生じた。 

事故調査の経過 平成３０年５月１４日、本事故の調査を担当する主管調査官（門

司事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ ケミカルタンカー GRACE SULPHUR（パナマ共和国籍）、２,３０

４トン 

９５５２６７８（ＩＭＯ番号）、DT CHEMICAL S.A. 

８８.６０ｍ×１３.６０ｍ×７.００ｍ、鋼 

ディーゼル機関、２,６４７kＷ、２０１０年５月１１日 

Ｂ 漁船 第２力丸、３.４トン 

  ＦＯ３－３１０８９（漁船登録番号）、個人所有 

９.９５ｍ（Lr）×２.６０ｍ×０.７４ｍ、ＦＲＰ 

ディーゼル機関、漁船法馬力数６０、昭和６０年１０月  

１２日 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ（フィリピン共和国籍） 男性 ６１歳 

締約国資格受有者承認証 船長（パナマ共和国発給） 

交付年月日 ２０１７年１月１８日 

       （２０２１年９月６日まで有効） 

航海士Ａ（フィリピン共和国籍） 男性 ４１歳 

締約国資格受有者承認証 二等航海士（パナマ共和国発給） 

    交付年月日 ２０１７年３月２６日 

         （２０２２年１月５日まで有効） 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ６０歳 

二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 
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    免許登録日  昭和５５年４月１８日 

免許証交付日 平成２９年７月４日 

           （平成３４年８月６日まで有効） 

 死傷者等 Ａ なし 

Ｂ 軽傷 １人（甲板員） 

 損傷 Ａ 右舷球状船首部上部に擦過傷 

Ｂ 左舷中央部船底の損壊等 

 気象・海象 気象：天気 雨、風向 南西、風力 １、視程 約３海里（Ｍ）  

海象：海上 平穏、潮流 南東流 約２.５ノット（kn） 

早鞆
はやとも

瀬戸潮流最強時刻１３時３８分 北東流約７．０kn 

 事故の経過 Ａ船は、船長Ａ及び航海士Ａほか１４人（全員フィリピン共和国

籍）が乗り組み、空船で、平成３０年５月１１日１０時００分ごろ

（現地時間 ０９時００分ごろ）山口県宇部港に向けて中華人民共

和国鎭江港
 ﾁ ｪ ﾝ ﾁ ｬ ﾝ  

を出港した。 

Ａ船は、船長Ａが、船橋の中央付近で操船指揮をとり、航海士Ａ

を見張り、テレグラフの操作及び船位の確認に、操舵手１人を操舵

にそれぞれ当たらせ、１３日１３時０３分ごろ約１４.５kn の速力

（対地速力、以下同じ。）で関門第２航路西口に入航し、手動操舵で

南東進した。 

船長Ａは、Ａ船が台場鼻西方を通過した時、ＡＲＰＡ付きレーダ

ーを３Ｍレンジ又は１.５Ｍレンジのノースアップ、オフセンタ－

（適宜に船尾方）表示として南東進中、右舷船首方約２.７ＭにＢ船

を視認したが、まだ距離が遠いと思いながら航行した。 

船長Ａは、Ａ船の速力が１４kn を超えて通常の航行速力よりも速

いと思ったので、１３kn を超えないように主機を回転数毎分（rpm）

約２００から約１９０に下げて航行した。 

船長Ａは、右舷船首方のＢ船との距離が約１Ｍになったところ

で、航海士ＡからＢ船が近づいているとの報告を受け、レーダーの

ＡＲＰＡ機能で、Ｂ船が約０３８°の針路、約５.０kn で航行してお

り、Ａ船の船首方を約０.０６Ｍ離して左舷方に通過することを確認

した。 

船長Ａは、レーダーレンジを最終的に０.５Ｍに変更し、主にレー

ダーでＢ船の動きを確認していた。 

Ａ船は、船長Ａが、船首方間近に接近したＢ船が突然左転するよ

うな動きをしたのを見て、キックを利用してＢ船を避けようと右舵

１０度を取ったところ、Ｂ船がＡ船の船首部の死角に入って見えな

くなり、１３時１７分ごろ小さな衝撃を感じた。 

船長Ａ及び航海士Ａは、右舷舷側中央付近にＢ船がいるのを見て

衝突したと認識した。 

船長Ａは、主機を減速するとともにＡ船を反転させてＢ船に接近
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し、Ｂ船の状況を確認しつつ救助の準備を行っていたところ、付近

にいた他の漁船がＢ船に近づいて落水していた甲板員（以下「甲板

員Ｂ」という。）を救助するのを確認した。 

船長Ａは、本事故の発生について、航海士Ａに、関門海峡海上交

通センターに通報させた後、門司海上保安部に通報した。 

Ａ船は、甲板員Ｂが救助された後、門司海上保安部の指示を受け

て部埼
へ さ き

沖で待機し、その後、宇部港に入港した。 

Ｂ船は、船長Ｂ及び甲板員Ｂが乗り組み、関門航路第１８号灯浮

標付近に６か所に分け、航路（潮流）に沿って設置している幹縄で

結ばれたた
・

こつぼ
・ ・ ・

を揚収して再設置する目的で、０８時３０分ごろ

北九州漁業協同組合平松支所前岸壁を出港し、０９時００分ごろた
・

こつぼ
・ ・ ・

の揚収作業を開始した。 

Ｂ船は、５か所目のた
・

こつぼ
・ ・ ・

の揚収及び再設置を終了後、一旦航

路外に出て‘６か所目のた
・

こつぼ
・ ・ ・

’（以下「本件た
・

こつぼ
・ ・ ・

」とい

う。）の設置場所の潮上付近に移動した。 

船長Ｂは、１３時０２分ごろスマル（爪のついた揚収具）を海中

に投下し、幹縄を引き揚げて巻上機に掛けた後、幹縄を手繰りなが

らＢ船を潮上の幹縄の端に移動させ、主機を中立運転として本件た
・

こつぼ
・ ・ ・

の巻上げを開始した。 

船長Ｂは、スマルを投下した後にＡ船を左舷方約３Ｍに視認した

が、近くに船舶が見当たらなかったので、巻上げの作業に意識を集

中した。 

Ｂ船は、船首を東方に向け、船長Ｂが、南東への潮流を利用して

右舷船首側にある巻上機で幹縄を適宜巻き上げ、甲板員Ｂは、捕獲

したたこ
・ ・

をい
・

けす
・ ・

に入れながら巻き上げられたつぼ
・ ・

を並べる作業を

始めた。 

船長Ｂ及び甲板員Ｂは本件た
・

こつぼ
・ ・ ・

の揚収作業のおおむね３分の

２が終了した頃に、突然左舷側に衝撃を感じると同時にＢ船の右舷

側から落水し、船長ＢはすぐにＢ船にはい上がったが、甲板員Ｂ

は、Ｂ船舷側から海面に垂れ下がっていたロープ（係留索等）にし

がみついていた。 

甲板員Ｂは、近くを通り掛かった数隻の漁船の乗組員と船長Ｂに

より、救助された。 

船長Ｂ及び甲板員Ｂは、その後、来援した巡視艇に収容され、甲

板員Ｂが巡視艇が小倉日明東岸壁に入港後、病院に搬送され、低体

温症と診断されて１日入院した。 

Ｂ船は、別の巡視艇がえい
・ ・

航中、１４時５０分ごろ関門港大瀬戸

付近（航路外）に沈没したが、５月１９日に引き揚げられ、関門港

日明南岸壁に陸揚げされた。 

（付図１ 航行経路図、付表１ Ａ船のＡＩＳ記録（抜粋）、写真１ 
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Ａ船、写真２ Ａ船右舷球状船首部上部損傷状況、写真３ Ｂ船

（陸揚げ後）、写真４ Ｂ船左舷船底部損傷状況 参照） 

 その他の事項 船長Ａは、関門航路通航を約２０年間、月に数回経験し、漁船と

近距離で航過することが何回かあったが、うまく航過できていたの

で、Ｂ船がＡ船の船首方１００ｍ程度を通過することに対しても、

自信を持って安全に航過できると思っていた。 

船長Ａは、関門港内は漁船が多いので針路の変更をあまり行わ

ず、また、汽笛の吹鳴については、相手船の船員が混乱すること

や、周囲の船舶の作業の支障になることを考慮して行っていなかっ

た。 

船長Ｂは、約３０年間、関門航路内でごち
・ ・

網漁、た
・

こつぼ
・ ・ ・

漁など

の操業を行ってきたが、操業中に他の船舶が近くを通るときは、汽

笛を吹鳴すると思っていたので、本件た
・

こつぼ
・ ・ ・

の揚収時も巻上機の

操作等作業に意識を集中し、周囲の見張りを行っていなかった。 

船長Ｂは、た
・

こつぼ
・ ・ ・

の幹縄の巻上げを行っている途中、たこ
・ ・

つぼ
・ ・

等を整理する目的などで巻上げを中断することがあった。 

甲板員Ｂは、本件た
・

こつぼ
・ ・ ・

の揚収を開始して以降、甲板上でた
・

こつぼ
・ ・ ・

と幹縄の整理等に意識を集中し、ほとんど下を向いて作業を

行っていた。 

船長Ａは、右舷船首方にいるＢ船との距離が約１Ｍの時に、Ｂ船

が、えい
・ ・

航物がなく船首を東方に向けて進んでいるのを視認したの

で、単なる移動目的の航行と認識した。 

Ｂ船は、揚縄及び潮流により継続的に移動し、右舷側で主に作業

が行われていた。 

ＡＩＳデータによれば、衝突時のＡ船の速力は、Ａ船がＢ船をレ

ーダーで確認した時（１３時１３分ごろ）よりも約０.４kn 増加し、

１５.４kn（追い潮約２.５kn以上）になっていた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ あり、Ｂ なし 

Ａ船は、関門港関門航路において、南東流約２.５kn の潮流のある

状況下、船長Ａが、た
・

こつぼ
・ ・ ・

の揚収作業中のＢ船が右舷船首方から

近づき、Ａ船の船首方を極めて近距離で通過する見込みであること

をレーダーのＡＲＰＡ機能で確認したものの、これまでの自身の関

門航路通航の経験からＢ船と近距離で安全に航過できるものと思

い、針路及び速力を維持して航行したことから、Ｂ船の動きの変化

に対してＡ船の避航が間に合わず、Ｂ船と衝突したものと考えられ

る。 

Ｂ船は、関門港関門航路において、た
・

こつぼ
・ ・ ・

漁の揚縄作業中、船
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長Ｂが、Ａ船を視認していたものの、Ａ船が近づけば汽笛等で知ら

せると思い、巻上機の操作に意識を集中し、見張りを行っていなか

ったことから、左舷方から接近するＡ船と衝突したものと考えられ

る。 

船長Ａは、Ｂ船が、潮流に流されながら本件た
・

こつぼ
・ ・ ・

の幹縄の巻

上げを行っている途中、たこ
・ ・

つぼ
・ ・

等を整理する目的で巻上げを中断

した時に動きが変化したことなどから、Ｂ船の動きを左転と認識し

た可能性があると考えられる。 

Ａ船及びＢ船は、航過距離及びＡ船の速力を考慮すると、Ｂ船が

進路を変更しなくても動きが止まるなどした場合は、急激に接近し

て衝突する状況となっていたと考えられる。 

原因 本事故は、関門港関門航路において、南東流約２.５kn の潮流のあ

る状況下、Ａ船が南東進中、Ｂ船がた
・

こつぼ
・ ・ ・

漁の揚縄作業中、船長

Ａが、右舷船首方から近づくＢ船が近距離を安全に通過すると思

い、速力及び針路を維持して航行し、また、船長Ｂは、Ａ船を視認

していたものの、Ａ船が近づけば汽笛等で知らせるものと思い、見

張りを行っていなかったため、両船が衝突したものと考えられる。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考

えられる。 

 ・航路内においても、操業中の漁船は作業に意識を集中している

ことなどを考慮して可能な限り離して航行し、接近する場合は

汽笛等で注意喚起すること。 

 ・通航船舶の多い航路で操業を行うときは、周囲の適切な見張り

を行うこと。 
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付図１ 航行経路図 

 

 
 

 

Ａ船航跡（ＡＩＳデータ） 

 
                  Ｂ船航跡（推定） 

 

 

 

 

 

 

事故発生場所 

平成３０年５月１３日 

１３時１７分ごろ発生 

Ａ船及びＢ船衝突時の態勢 

スマル投下場所(１３時０２分ごろ) 

幹縄巻き上げ開始場所 

山口県 

山口県下関市 

福岡県 

本件たこ
・ ・

つぼ
・ ・

 

（推定位置） 
関門航路第１８号灯浮標 

福岡県北九州市 

小倉日明東岸壁 

大瀬戸 

台場鼻 

小倉日明防潮堤灯台 
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付表１ Ａ船のＡＩＳ記録（抜粋） 

 

時  刻 

（時：分：秒） 

船  位※ 
対地針路※

（°） 

船首方位※

（°） 

対地速力

（kn） 
北  緯 

（°－′－″） 

東  経 

（°－′－″） 

13:12:06 033-55-54.3 130-52-25.0 141 141 14.8 

13:12:17 033-55-52.0 130-52-27.2 141 141 14.8 

13:12:24 033-55-50.4 130-52-28.7 141 141 14.8 

13:12:29 033-55-49.6 130-52-29.5 141 142 14.8 

13:12:42 033-55-47.3 130-52-31.7 141 142 14.9 

13:12:54 033-55-44.9 130-52-34.0 141 142 14.9 

13:13:06 033-55-42.6 130-52-36.2 141 142 15 

13:13:17 033-55-40.2 130-52-38.5 141 142 15 

13:13:29 033-55-37.9 130-52-40.7 141 142 15 

13:13:42 033-55-35.5 130-52-43.0 141 141 15.1 

13:13:47 033-55-33.9 130-52-44.6 141 141 15.1 

13:13:54 033-55-33.1 130-52-45.4 140 142 15.1 

13:14:06 033-55-30.7 130-52-47.6 140 142 15.1 

13:14:17 033-55-28.4 130-52-50.0 141 142 15.2 

13:14:29 033-55-26.0 130-52-52.3 141 142 15.2 

13:14:42 033-55-23.6 130-52-54.5 141 142 15.2 

13:14:54 033-55-21.1 130-52-56.9 141 143 15.2 

13:15:06 033-55-18.7 130-52-59.2 142 143 15.3 

13:15:17 033-55-16.3 130-53-01.4 142 143 15.3 

13:15:29 033-55-14.2 130-53-03.2 142 144 15.3 

13:15:41 033-55-11.8 130-53-05.5 143 143 15.3 

13:15:54 033-55-08.5 130-53-08.4 143 144 15.3 

13:16:06 033-55-06.0 130-53-10.6 143 144 15.3 

13:16:17 033-55-04.3 130-53-12.1 143 144 15.3 

13:16:29 033-55-01.9 130-53-14.3 143 144 15.3 

13:16:35 033-55-00.2 130-53-15.8 143 144 15.3 

13:16:41 033-54-59.4 130-53-16.5 143 142 15.3 

13:16:47 033-54-57.5 130-53-18.1 143 141 15.3 

13:16:54 033-54-55.9 130-53-19.6 142 141 15.3 

13:17:06 033-54-53.5 130-53-22.0 141 140 15.3 

13:17:17 033-54-51.1 130-53-24.4 140 140 15.4 

13:17:29 033-54-48.8 130-53-26.6 140 140 15.2 

13:17:35 033-54-48.0 130-53-27.4 140 140 15.1 

13:17:41 033-54-47.2 130-53-28.1 140 140 14.9 

13:17:54 033-54-44.3 130-53-31.1 140 140 14.3 

13:18:05 033-54-42.8 130-53-32.5 140 140 13.9 

※ 船位は、船橋上方に設置されたＧＰＳアンテナの位置である。また、対地針路及び

船首方位は真方位である。 
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写真１ Ａ船 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

写真２ Ａ船右舷球状船首部上部損傷状況 

 

写真３ Ｂ船（陸揚げ後） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

写真４ Ｂ船左舷船底部損傷状況 

損傷箇所 

損傷箇所 


